
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

の

完

了

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

〃

〃

○

〃

〃

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

〃

〃

○

介

護

医

療

院

の

開

設

許

可

指

導

監

査

室

○

岡

山

・

兵

庫

県

瀬

戸

内

海

連

合

海

区

漁

業

調

整

海

区

漁

業

調

整

委

員

○

保

安

林

の

指

定

施

業

要

件

の

変

更

予

定

治

山

課

委

員

会

の

開

催

会

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

人

の

指

定

会

計

課

【

公

告

】

○

都

市

計

画

の

案

の

作

成

に

関

す

る

公

聴

会

の

開

都

市

計

画

課

催

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

岡

山

県

公

報

平成３１年１月２２日 第１２０６１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

丸
大

食
品

株
式

会
社

住
所

大
阪

府
高

槻
市

緑
町

番
３

号
2
1

氏
名

代
表

取
締

役
社

長
百

済
徳

男

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
丸

大
食

品
株

式
会

社
岡

山
工

場

所
在

地
津

山
市

領
家

－
１

1
0
1
0

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止

２－イ ２－イ
畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用

種 類 に供する原料処理施設 に供する原料処理施設
（Ａ－10） （Ａ－５）

能 力 3,000㎏／時 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに －

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続９時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.5 1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 5.8～8.6 5.8～8.6
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 2,000 2,000
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,200 1,200

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 2,500 2,500 同左

油 分（㎎／Ｌ） 800 800

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 60 60

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 15 15

大腸菌群数（個／㎤） 10,000 10,000

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成31年１月22日から同年２月12日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び津山市役所

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

蒜
山

酪
農

農
業

協
同

組
合

9
5
8

住
所

真
庭

市
蒜

山
中

福
田

氏
名

代
表

理
事

組
合

長
長

恒
充

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
蒜

山
ジ

ジ
ラ

ン
ド

ャ
ー

ー

9
5
6

2
2
2

所
在

地
真

庭
市

蒜
山

中
福

田
－
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 変 更 前 変 更 後

２－ロ ２－ロ
２－イ ２－イ ２－イ

畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用
畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用 畜産食料品製造業の用

に供する洗浄施設（Ｃ に供する洗浄施設（Ｃ
種 類 に供する原料処理施設 に供する原料処理施設 に供する原料処理施設

ＩＰ洗浄施設） ＩＰ洗浄施設）（ヨーグルト殺菌冷却 （チーズ用殺菌冷却タ （メカニカルチーズバ
タンクＮｏ．１～４） ンク） ット）

能 力 540Ｌ／回 同左 500Ｌ／回 360Ｌ／回 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続10時間 連続４時間 同左 断続４時間 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.5 0.625 0.5 1 16 20 13 15.5
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 6～11 6～11 6～11 6～11
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 850 1,050 850 1,050
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 160 200 160 200

同左
Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 200 250 同左 200 250 同左

油 分（㎎／Ｌ） 15 20 15 20

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 30 40 30 40

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 0.8 1 0.8 1

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

雨水排水口Ｎｏ．２及び３を新設する。

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成31年１月22日から同年２月12日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び真庭市役所

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

介
護
医
療
院
の
開
設
を
許
可
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

お
ぐ
ら
整
形
外
科
医
院
介
護
医
療
院

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
三
三

二

開
設
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
お
ぐ
ら
整
形
外
科
医
院

２

所
在
地

岡
山
県
小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
二
五
三
三

三

許
可
年
月
日

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
Ｂ
二
八
〇
〇
〇
一
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
医
療
院

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

高
梁
市
備
中
町
西
油
野
字
コ
ビ
キ
五
七
三
六
の
一
、
五
七
三
八
の
一
、
五
七
三
八
の
七
、
五
七
三

九
の
一
、
成
羽
町
下
原
字
大
鼻
一
二
〇
三
の
一
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
高
梁
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
九
号

岡
山
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
六
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
指
定
し

た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

売

り

さ

ば

き

場

所

住

所

氏

名

岡
山
市
北
区
谷
万
成
一

二

山
室
由
紀
恵

岡
山
市
北
区
谷
万
成
一

二
〇

五
〇

－
－

－

〇

五
〇

－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
一
七
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
三
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
岡
山
市
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
、
玉
野
市
建
設
部
都
市

計
画
課
又
は
赤
磐
市
建
設
事
業
部
建
設
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り

と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
岡
山
市
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
、
玉
野

市
建
設
部
都
市
計
画
課
及
び
赤
磐
市
建
設
事
業
部
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画整

備，開発及び保全の方針の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見

を述べたいので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
一
八
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
午
前
十
時
か
ら

二

開
催
場
所

倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
番
地

倉
敷
市
役
所
七
階
七
〇
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
、
総
社
市
建
設

部
都
市
計
画
課
又
は
早
島
町
建
設
農
林
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り

と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

、

、

、

月
十
四
日
ま
で

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

総
社
市
建
設
部
都
市
計
画
課
及
び
早
島
町
建
設
農
林
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画整

備，開発及び保全の方針の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見

を述べたいので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
一
九
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
五
〇
番
地

浅
口
市
役
所
三
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り

と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画整

備，開発及び保全の方針の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見

を述べたいので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
〇
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
五
〇
番
地

浅
口
市
役
所
三
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

鴨
方
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された鴨方都市計画整備，開発及

び保全の方針の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたい

ので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
一
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日
午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
一
一
〇
七
番
地
二

里
庄
町
福
祉
会
館
二
階
講
義
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
里
庄
町
農
林
建
設
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

鴨
方
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
里
庄
町
農
林
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された鴨方都市計画整備，開発及

び保全の方針の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたい

ので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
二
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
三
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

開
催
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
庁
九
階
大
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
岡
山
市
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
、
玉
野
市
建
設
部
都
市

計
画
課
又
は
赤
磐
市
建
設
事
業
部
建
設
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
岡
山
市
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
、
玉
野

市
建
設
部
都
市
計
画
課
及
び
赤
磐
市
建
設
事
業
部
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し

出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
三
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
午
前
十
時
か
ら

二

開
催
場
所

倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
番
地

倉
敷
市
役
所
七
階
七
〇
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
、
総
社
市
建
設

部
都
市
計
画
課
又
は
早
島
町
建
設
農
林
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

、

、

、

月
十
四
日
ま
で

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

総
社
市
建
設
部
都
市
計
画
課
及
び
早
島
町
建
設
農
林
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し

出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
四
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
五
〇
番
地

浅
口
市
役
所
三
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画区域

区分の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し

出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
五
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日
午
前
十
時
か
ら

二

開
催
場
所

倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
番
地

倉
敷
市
役
所
七
階
七
〇
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画道路

の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し出ま

す。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
六
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
五
〇
番
地

浅
口
市
役
所
三
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された岡山県南広域都市計画道路

の変更に関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し出ま

す。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
七
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
〇
五
〇
番
地

浅
口
市
役
所
三
階
第
一
会
議
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

鴨
方
都
市
計
画
道
路
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された鴨方都市計画道路の変更に

関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
八
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
都
市
計
画
の
案
の
作
成
に
つ
い
て
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
催
期
日

平
成
三
十
一
年
三
月
十
九
日
午
後
二
時
か
ら

二

開
催
場
所

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
一
一
〇
七
番
地
二

里
庄
町
福
祉
会
館
二
階
講
義
室

三

意
見
書
の
提
出

１

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
書
（
別
紙
様
式
）
を
平
成
三
十
一
年

一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
内
に
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
（
提
出
先
は
、

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
又
は
里
庄
町
農
林
建
設
課

。
）

２

意
見
書
を
提
出
し
た
者
は
、
公
聴
会
に
出
席
し
、
提
出
し
た
意
見
書
の
内
容
に
よ
り
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
意
見
書
を
提
出
し
た
者
が
多
数
の
場
合
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
者
の
数
又
は
時
間
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

四

都
市
計
画
の
案
の
概
要

鴨
方
都
市
計
画
道
路
の
変
更
。
な
お
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
二

「

月
十
四
日
ま
で
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
里
庄
町
農
林
建
設
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
す
る

）
。

五

公
聴
会
の
中
止

三
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
公
聴
会
を
中
止
す
る
。
そ
の
際
は
、
岡
山
県
公

報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
開
催
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
7
/

）
に
お
い
て
も
公
表
す
る
。

六

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
計
画
班
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

電
話
〇

八
六

二
二
六

七
四
九
二
）

－
－

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



別紙様式

意見書

平成31年１月22日付けの岡山県公報で公告された鴨方都市計画道路の変更に

関する都市計画の案に対し，次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

平成 年 月 日

岡山県知事 殿

申出者

住 所

（電話）

氏 名

意見の要旨及び理由（別紙）

意見を述べるために要する時間 約 分

（注 「意見の要旨及び理由」の記載要領）

１ 800字程度にまとめること。

２ 楷書で明 瞭 に記載すること。
かい りょう

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
二
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
金
井
戸
字
南
国
府
東
三
八
一

二
、
三
八
六

六
、
三
八
六

七

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
三
丁
目
一
三

一
二
四
メ
ゾ
ネ
ッ
ト
総
社
一
〇
一
号

－

横
道

伸
克

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
四
号

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
三
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
当
分
六
八
〇

一
、
六
八
〇

八

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
清
音
三
因
三
八
八

二

－

江
口

仁
計

広
島
県
広
島
市
南
区
出
汐
二
丁
目
三

五
六

二
一
〇
二
号

－
－

掛
水

孝
朗

掛
水

智
美

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
六
二
号

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
三
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
三
因
字
鋳
物
師
谷
九
八
五

四
、
九
八
五

一
五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
真
備
町
岡
田
一
六
四

二
七

－

西
山

堅

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
九
二
号

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
三
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

赤
磐
市
穂
崎
字
福
吉
一
六
二
四

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

赤
磐
市
穂
崎
一
六
二
五

安
井
陽
次
郎

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
八
七
号

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
三
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
地
頭
片
山
字
片
山
ノ
上
四
四
七

一
、
四
四
八

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
駅
南
一
丁
目
三
〇

二
メ
イ
プ
ル
ハ
ウ
ス
一
〇
五
号
室

－

友
野

洋

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
二
号

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



〔
三
四
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年

）

、

、

。

政
令
第
三
百
七
十
二
号

に
基
づ
き

特
定
調
達
契
約
に
つ
き

次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し
た

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

四
四
六
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ラ
イ
ン
ズ
オ
カ
ヤ
マ

備
前
市
伊
部
一
七
二
二
番
地
の
一

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

四
九

〇
八
三

一
九
二
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三

六
三
五

七
九
二
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
十
月
十
六
日

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号



◎
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
五
十
九
回
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
（
金
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

会
長
及
び
会
長
代
理
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
に
つ
い
て

平成３１年１月２２日　岡山県公報　第１２０６１号


